
号

外

八�
平

成
二
十
六
年

三

月
二
十
日

目

次

規

則

○
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

情
報
産
業
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
五
号

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則(

平
成
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
四
の
表
一
の
項
中｢

及
び
第
三
小
会
議
室｣

を｢

、
第
三
小
会
議
室
及
び
宿
泊
施
設｣

に

改
め
る
。

別
表
第
一
備
考
第
一
号
中｢

又
は
小
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム｣

を｢

、
小
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
又

は
宿
泊
施
設｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
１
の
表
舞
台
設
備
の
部
講
演
卓
の
項
中｢

六
三
〇｣

を｢

六
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
司

会
卓
の
項
中｢

五
三
〇｣

を｢

五
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
花
台
の
項
中｢

三
二
〇｣

を｢

三
三
〇｣

に

改
め
、
同
部
丸
テ
ー
ブ
ル(

大)

の
項
中｢

二
一
〇｣

を｢

二
二
〇｣

に
改
め
、
同
部
ド
リ
ン
ク
カ
ウ

ン
タ
ー
の
項
中｢

七
四
〇｣

を｢

七
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
折
り
畳
み
ス
テ
ー
ジ
の
項
中｢

四
二
〇｣

を｢
四
三
〇｣

に
改
め
、
同
表
照
明
設
備
の
部
ク
セ
ノ
ン
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
項
中｢

一
、
四
七

〇｣
を｢
一
、
五
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
仮
設
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト
の
項
及
び
仮
設
ア
ッ
パ
ー
ホ
リ
ゾ
ン

ト
ラ
イ
ト
の
項
中｢

三
二
〇｣

を｢

三
三
〇｣

に
改
め
、
同
部
平
凸
レ
ン
ズ
ス
ポ
ッ
ト
の
項
か
ら
カ
ッ

タ
ー
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
の
項
ま
で
及
び
ク
オ
ー
ツ
ミ
ニ
ラ
イ
ト
の
項
中｢

二
一
〇｣

を｢

二
二
〇｣

に
改

め
、
同
部
エ
フ
ェ
ク
ト
ス
ポ
ッ
ト
の
項
及
び
デ
ィ
ス
ク
マ
シ
ン(

種
板
を
含
む
。)

の
項
中｢

八
四
〇｣

を｢

八
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
ダ
ブ
ル
マ
シ
ン(

種
板
を
含
む
。)

の
項
中｢

一
、
〇
五
〇｣

を｢

一
、
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宿
泊
設
備(

二)

宿
泊
設
備(

一)

区

分

一
式
一
式 単

位

一
泊
に
つ
き
八
二
〇

一
泊
に
つ
き
一
、
八
五
〇

金

額(

円)

〇
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
先
玉
の
項
中｢

三
二
〇｣

を｢

三
三
〇｣

に
改
め
、
同
部
ス
ト
ロ
ボ
の
項
中

｢

一
、
四
七
〇｣

を｢

一
、
五
一
〇｣

に
改
め
、
同
部
ミ
ラ
ー
ボ
ー
ル
の
項
中｢

六
三
〇｣

を｢

六
五

〇｣

に
改
め
、
同
部
ス
モ
ー
ク
マ
シ
ン
の
項
中｢

一
、
三
七
〇｣

を｢

一
、
四
一
〇｣

に
改
め
、
同
表

音
響
設
備
の
部
拡
声
装
置
の
項
中｢

一
、
八
九
〇｣

を｢

一
、
九
四
〇｣

に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
附

属
設
備
の
部
映
像
設
備
の
項
中｢

一
〇
、
五
〇
〇｣

を｢

一
〇
、
八
〇
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
２
の
表
舞
台
設
備
の
部
講
演
卓
の
項
中｢

八
四
〇｣

を｢

八
六
〇｣

に
改
め
、
同
部
司

会
卓
の
項
中｢

六
三
〇｣
を｢
六
五
〇｣

に
改
め
、
同
部
花
台
の
項
中｢

二
一
〇｣

を｢

二
二
〇｣

に

改
め
、
同
部
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
の
項
中｢

三
二
〇｣

を｢

三
三
〇｣

に
改
め
、
同
表
照
明
設
備
の
部
ボ
ー

ダ
ー
ラ
イ
ト
の
項
中｢

一
、
一
六
〇｣
を｢

一
、
一
九
〇｣

に
改
め
、
同
部
セ
ン
タ
ー
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト

の
項
中｢

五
三
〇｣

を｢

五
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
音
響
設
備
の
部
拡
声
装
置
の
項
中｢

一
、
八
九
〇｣

を

｢

一
、
九
四
〇｣

に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
附
属
設
備
の
部
ピ
ア
ノ
の
項
中

｢

二
、
一
四
〇｣

を

｢

二
、
二
〇
〇｣

に
改
め
、
同
部
映
像
設
備
の
項
中｢
一
一
、
七
〇
〇｣

を｢

一
二
、
〇
三
〇｣

に
改

め
る
。

別
表
第
二
一
３
の
表
講
演
卓
の
項
中｢

二
一
〇｣

を｢
二
二
〇｣

に
改
め
、
同
表
金
び
ょ
う
ぶ
の
項

中｢

二
四
〇｣

を｢

二
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
ド
リ
ン
ク
カ
ウ
ン
タ
ー
の
項
中｢

一
八
〇｣

を｢

一
九

〇｣

に
改
め
、
同
表
拡
声
装
置
の
項
中｢

四
七
〇｣

を｢

四
八
〇｣
に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
４
の
表
拡
声
装
置
の
項
中｢

一
、
八
九
〇｣

を｢

一
、
九
四
〇｣

に
改
め
、
同
表
プ
ロ

ジ
ェ
ク
タ
ー(

フ
ロ
ン
ト
式)

の
項
中｢

一
、
四
二
〇｣

を｢

一
、
四
六
〇｣
に
改
め
、
同
表
テ
レ
ビ
・

ビ
デ
オ
シ
ス
テ
ム
の
項
中｢

七
五
〇｣

を｢

七
七
〇｣

に
改
め
、
同
表
電
子
黒
板
の
項
中｢

三
二
〇｣

を｢

三
三
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
５
の
表
電
子
黒
板
の
項
中｢

三
二
〇｣

を｢

三
三
〇｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
二
の
表
ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
項
中｢

六
五
〇｣

を｢

六
七
〇｣
に
改

め
る
。

別
表
第
二
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

三

第
三
別
館

別
表
第
二
備
考
第
一
号
中｢

、
一
時
間｣

を｢

一
時
間
ご
と
に
、
一
泊
当
た
り
の
額
で
定
め
ら
れ
て

い
る
附
属
施
設
設
備
等
に
つ
い
て
は
一
泊｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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